
   

   障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律案要綱 

第一 目的（第一条関係） 

  この法律は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の

発行の促進を図るとともに、その使用の支援について必要な措置を講ずること等により、教科用特定図書

等の普及の促進等を図り、もって障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受け

ることができる学校教育の推進に資することを目的とすること。            

第二 定義（第二条関係） 

 一 この法律において「教科用特定図書等」とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため

文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製した図書（以下「教科用拡大図書」という。）、点字

により検定教科用図書等を複製した図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成し

た教材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るものをいうものとすること。 

二 この法律において「検定教科用図書等」とは、学校教育法第三十四条第一項（同法第四十九条、第六

十二条及び第七十条第一項において準用する場合を含む。）に規定する教科用図書をいうものとするこ



 
 

と。 

三 この法律において「発行」とは、図書その他の教材を製造供給することをいうものとすること。 

 四 この法律において「教科用図書発行者」とは、検定教科用図書等の発行を担当する者であって、教科

書の発行に関する臨時措置法第八条の発行の指示を承諾したものをいうものとすること。 

 五 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいうも

のとすること。          

第三 国及び教科用図書発行者の責務（第三条及び第四条関係） 

 一 国は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、

教科用特定図書等の供給の促進並びに児童及び生徒への給与その他教科用特定図書等の普及の促進等の

ために必要な措置を講じなければならないものとすること。            

 二 教科用図書発行者は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けること

ができるよう、その発行をする検定教科用図書等について、適切な配慮をするよう努めるものとするこ



   

と。  

第四 教科用特定図書等の発行の促進等 

一 教科用図書発行者による電磁的記録の提供等（第五条関係） 

１ 教科用図書発行者は、文部科学省令で定めるところにより、その発行をする検定教科用図書等に係

る電磁的記録を文部科学大臣又は当該電磁的記録を教科用特定図書等の発行をする者に適切に提供す

ることができる者として文部科学大臣が指定する者（以下「文部科学大臣等」という。）に提供しな

ければならないものとすること。 

２ 教科用図書発行者から１による電磁的記録の提供を受けた文部科学大臣等は、文部科学省令で定め

るところにより、教科用特定図書等の発行をする者に対して、その発行に必要な電磁的記録の提供を

行うことができるものとすること。 

３ 国は、教科用図書発行者による検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供の方法及び当該電磁的記

録の教科用特定図書等の作成への活用に関して、助言その他の必要な援助を行うものとすること。 

二 教科用特定図書等の標準的な規格の策定等（第六条関係） 



 
 

１ 文部科学大臣は、教科用拡大図書その他教科用特定図書等のうち必要と認められるものについて標

準的な規格を定め、これを公表しなければならないものとすること。 

２ 教科用図書発行者は、指定種目（検定教科用図書等の教科ごとに分類された単位のうち文部科学大

臣が指定するものをいう。以下同じ。）の検定教科用図書等に係る標準教科用特定図書等（１の規格

に適合する教科用特定図書等をいう。以下同じ。）の発行に努めなければならないものとすること。 

３ 国は、教科用図書発行者による指定種目の検定教科用図書等に係る標準教科用特定図書等の発行に

関して、助言その他の必要な援助を行うものとすること。 

 三 発達障害等のある児童及び生徒が使用する教科用特定図書等に関する調査研究等の推進（第七条関

係） 

国は、発達障害その他の障害のある児童及び生徒であって検定教科用図書等において一般的に使用さ

れる文字、図形等を認識することが困難なものが使用する教科用特定図書等の整備及び充実を図るため、

必要な調査研究等を推進するものとすること。 

 四 障害その他の特性に適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及（第八条関係） 



   

   国は、障害その他の特性の有無にかかわらずできる限り多くの児童及び生徒が検定教科用図書等を使

用して学習することができるよう適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及のために必要な措置を

講ずるものとすること。 

第五 小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用の支援 

 一 小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用等（第九条関係） 

  １ 小中学校（小学校及び中学校（中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）をいい、学校教育法

第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級（以下単に「特別支援学級」という。）を除く。

以下同じ。）及び高等学校（中等教育学校の後期課程を含み、特別支援学級を除く。以下同じ。）に

おいては、当該学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が、その障害の状態に応じ、

採択された検定教科用図書等に代えて、当該検定教科用図書等に係る教科用特定図書等を使用するこ

とができるよう、必要な配慮をしなければならないものとすること。 

２ 国及び地方公共団体は、１による配慮がなされるよう、発行が予定される教科用特定図書等に関す

る情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとすること。 



 
 

 二 小中学校の設置者に対する教科用特定図書等の無償給付（第十条関係） 

   国は、毎年度、小中学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が検定教科用図書等に

代えて使用する教科用特定図書等を購入し、小中学校の設置者に無償で給付するものとすること。 

 三 契約の締結（第十一条関係） 

文部科学大臣は、教科用特定図書等の発行をする者と、二により購入すべき教科用特定図書等を購入

する旨の契約を締結するものとすること。 

 四 教科用特定図書等の給与（第十二条関係） 

  １ 小中学校の設置者は、二により国から無償で給付された教科用特定図書等を、それぞれ当該学校の

校長を通じて、当該学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童又は生徒に給与するものとする

こと。 

２ 学年の中途において転学した視覚障害その他の障害のある児童又は生徒については、その転学後に

おいて使用する教科用特定図書等は、１にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しな

いものとすること。 



   

五 その他給付の完了の確認の時期の特例、政令への委任等について規定すること。（第十三条から第十

五条まで関係） 

第六 標準教科用特定図書等の円滑な発行の確保 

 一 標準教科用特定図書等の需要数の報告（第十六条関係） 

  １ 市町村の教育委員会並びに学校教育法第二条第二項に規定する国立学校及び私立学校の長は、次に

掲げる標準教科用特定図書等の需要数を、文部科学省令で定めるところにより、都道府県の教育委員

会に報告しなければならないものとすること。 

   ① 小中学校について採択された検定教科用図書等に係る標準教科用特定図書等であって、当該標準

教科用特定図書等を使用する年度において発行が予定されているもののうち、小中学校に在学する

視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が当該検定教科用図書等に代えて使用するもの 

   ② 特別支援学校の小学部及び中学部並びに小学校及び中学校に置かれる特別支援学級について学校

教育法附則第九条に規定する教科用図書として採択された標準教科用特定図書等であって、当該標

準教科用特定図書等を使用する年度において発行が予定されているもの 



 
 

２ 都道府県の教育委員会は、１の①及び②に掲げる標準教科用特定図書等の都道府県内の需要数を、

文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に報告しなければならないものとすること。 

 二 標準教科用特定図書等の発行の通知等（第十七条関係） 

１ 文部科学大臣は、一の２による報告に基づき、標準教科用特定図書等の発行を予定している者にそ

の発行をすべき標準教科用特定図書等の種類及び部数を通知しなければならないものとすること。 

２ 文部科学大臣は、必要に応じ、１の通知を受けた者に対し報告を求めることができるものとするこ

と。 

第七 施行期日等 

 一 施行期日（附則第一条関係） 

   この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成

二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用すること。 

 二 検討（附則第二条関係） 

   国は、高等学校において障害のある生徒が使用する教科用拡大図書等の普及の在り方並びに特別支援



   

学校に就学する児童及び生徒について行う援助の在り方について検討を行い、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとすること。 

 三 著作権法の一部改正（附則第四条関係） 

  １ 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載され

た著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該児童又は生徒が当該著

作物を使用するために必要な方式により複製することができるものとすること。 

  ２ 第四の一により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のた

めに必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができるものとすること。 

 四 その他所要の規定の整備を行うこと。 


